
令和 7 年度事業報告 

 

自 令和 7 年  4 月  1 日 

至 令和 8 年 3 月 31 日 

 

令和７年度事業計画に基づき下記の通り諸事業を実施しましたのでご報告申し上げます。 

 

（１）会員参加事業 

   １．四地区合同例会（東京プリンスホテル 1F「ガーデンアイランドにて BBQ）        

9 月 19 日（金）    （参加 52 名） 

   ２．会員親睦研修旅行（淡路島・徳島方面） 

                    10 月 27 日（月）～29 日（水）（参加 22 名） 

   ３．忘年懇親会（第一ホテル東京）   

                      12 月 10 日（水）    （参加 130 名） 

   ４．第六ブロック新年祝賀会（ｻﾞ ストリングス表参道） 

                       1 月 27 日（火）    （参加 42 名） 

   ５．親睦活動事業としてゴルフ開催を支援しました 

         第 2 回新橋・芝ゴルフ会 9 月 10 日（水） 

よみうりゴルフ倶楽部 （参加 35 名） 

      第 3 回新橋・芝ゴルフ会 3 月 18 日（水） 

裾野カンツリー倶楽部 （参加 30 名） 

       

（２）役員会議（地区役員会・担当役員会） 

   １．令和 7 年度地区事業ならびに会計監査会            4 月 13 日（月） 

２．第１回新橋地区役員会                   7 月 25 日（木）  

   ３．第２回新橋地区役員会                  11 月 13 日（木）  

   ４．第１回運営委員会                    5 月 13 日（火）  

   ５．第２回運営委員会                     7 月 09 日（水） 

   ６．第３回運営委員会                    9 月 03 日（水）   

   ７．第４回運営委員会                    11 月 13 日（水） 

   ８．第５回運営委員会                     2 月 12 日（木） 

   ９．第６回運営委員会                    3 月 16 日（月） 

 

 

 



（３）地区役員の本部活動ならびに公的機関等への出向状況 

   役員各々は、都宅協本部、東京宅建協同組合、港支部ならびに公的機関の諸事業の

遂行に積極的に協力し活動いたしました。 

１．令和 7 年度宅地建物取引士資格試験に新橋地区より 33 名が出向 

     令和 7 年 10 月 19 日（日） 会場：港区 明治学院大学 

   ２．本部相談所委員として國安俊一氏が出向 

   ３．港区役所区民相談室に國安俊一氏・福元智子氏が相談員として出向  

   ４．地価調査を実施 調査委員として 5 名参加 

 

（４）地域貢献 

愛宕防犯協力会への協力   

 

 

（５）令和 7 年度新橋地区会員動向 

   期首会員数  488 名 

   期末会員数  502 名（令和 8 年 3 月末現在） 

                   合計 14 名増 

 

  以上のとおり、令和 7 年度の事業について報告いたします。 

 

令和 8 年 3 月 31 日          宅建みなと会新橋地区 

                   新橋地区地区長  榎本美知子 

                   総務委員     岡崎 俊明 



令和８年度 宅建みなと会新橋地区 事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

    宅建みなと会（以下みなと会）の事業方針ならびに事業計画に則り、新橋地区の

所属会員に対する福利厚生を主な目的事業とする。地区⾧を中心とする役員会にて

事業決定し、円滑に事業を遂行する。 

また、第六ブロック（以下ブロック）の基本方針に則り、ブロック事業について

も協力実施を行う。 

 

Ⅱ 個別事項 

  １ 役員会他の開催 

（１） 役員会の開催（年 2 回） 

（２） 運営委員会の開催（年５回） 

（３） 実行委員会の開催（随時） 

（４） その他 

 

  ２ 福利厚生事業 

（１） 研修懇親旅行の実施 

（２） 忘年懇親会の実施 

（３） 新橋地区・芝地区合同ゴルフ会の実施 

（４） みなと会の 5 団体（ミナト交流会、ゴルフ同好会、釣り同好会、レディー

ス部会、青年部会）への実施協力 

（５） その他会員厚生事業（四地区合同開催、ブロックからの要請含む） 

 

  ３ ブロック事業他への協力 

（１） ブロック並びに関係団体への役員の派遣と事業協力 

（２） 宅建試験への本部員、監督員の派遣と実施協力 

（３） 地価調査の実施協力 

（４） 地区防犯協力会への実施協力 

（５） その他自治会、商店会他への実施協力 

 


